
１ 

平成２９年第５回高松市議会定例会提出予定議案（追加議案分） 

 

１ 平成２９年度高松市一般会計補正予算（第５号） 
 

現計予算額   １６８，８２８，８２９千円 

  補 正 額       ６８０，５１８千円 

  補 正 後   １６９，５０９，３４７千円  

 

２ 平成２９年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
  

現計予算額    ５４，１２２，１４６千円 

  補 正 額         ２，１４１千円 

  補 正 後    ５４，１２４，２８７千円 

 

３ 平成２９年度高松市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

  現計予算額    ３９，２３４，１２７千円 

  補 正 額         ３，７０８千円 

  補 正 後    ３９，２３７，８３５千円 

 

４ 平成２９年度高松市卸売市場事業特別会計補正予算（第３号） 

 

  現計予算額       ４３８，９２６千円 

  補 正 額           ７８３千円 

  補 正 後       ４３９，７０９千円 

 

５ 平成２９年度高松市病院事業会計補正予算（第３号） 

 

  現計予算額    １７，０４０，７１３千円 

  補 正 額        ２４，０６７千円 

  補 正 後    １７，０６４，７８０千円 

 

６ 平成２９年度高松市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

  現計予算額    １４，７７３，９９２千円 

  補 正 額       △１３，０９９千円 

  補 正 後    １４，７６０，８９３千円 

 

７ 平成２９年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ２１，５９２，１２８千円 

  補 正 額       △１４，５２２千円 

  補 正 後    ２１，５７７，６０６千円 

 

 

 



２ 

公布の日から施行 

H２９．１２．１から適用 

(２)はＨ３０．１．１から
施行 
(３)はＨ３０．４．１から
施行 

８  高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について 

 

  市長等の期末手当の支給割合を改定するため、及び病院 

事業の極めて厳しい経営状況の改善に向けた取組として、 

病院事業管理者の給与について更なる減額措置を講ずるた 

め、改正するもの 

 平成２９年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

             現 行        改正後① 

６月期    １００分の１５５ 

１２月期  １００分の１７０ → １００分の１７５（１００分の５） 

年  間  １００分の３２５ → １００分の３３０（１００分の５） 

   病院事業管理者に支給する平成３０年１月分から平成３１年１２月分までの給料の月額

及び給料の調整額の月額は、それぞれ次の額を超えない範囲内において市長が定める額と

するもの 

   ア 給料の月額 

              現 行           改正後 

                       Ｈ３０.１～Ｈ３１.１２ 

          ８９万７，０００円を超   ８０万８，０００円を超 

えない範囲内において市 → えない範囲内において市 

         長が定める額        長が定める額 

                        

   イ 給料の調整額の月額 

                   現 行            改正後 

     〔本則〕         〔附則〕          〔附則〕 

   Ｈ２９.１～Ｈ２９.１２   Ｈ３０.１～Ｈ３１.１２ 

１０万７，０００円を →  ７万５，０００円を超え → ９万７，０００円を超え 

超えない範囲内におい   ない範囲内において市長   ない範囲内において市長 

て市長が定める額     が定める額         が定める額 

 

 平成３０年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

             改正後①        改正後② 

６月期     １００分の１５５  →  １００分の１５７．５（ １００分の２．５） 

１２月期   １００分の１７５  →  １００分の１７２．５（△１００分の２．５） 

年  間   １００分の３３０  →  １００分の３３０ 

 

 

 



３ 

公布の日から施行 

(１)はＨ２９．１２．１か 

ら適用 

(２)はＨ３０．４．１から
施行 

９  高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

高松市議会議員の期末手当の支給割合を改定するため、改 

正するもの 

 

  平成２９年１２月期の期末手当の支給割合を次のとお 

り改定するもの 

               現 行            改正後① 

６月期     １００分の１５５ 

１２月期   １００分の１７０  →  １００分の１７５（１００分の５） 

年  間   １００分の３２５  →  １００分の３３０（１００分の５） 

  平成３０年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

                  改正後①           改正後② 

６月期     １００分の１５５  →  １００分の１５７．５（ １００分の２．５） 

１２月期   １００分の１７５  →  １００分の１７２．５（△１００分の２．５） 

年  間   １００分の３３０  →  １００分の３３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

公布の日から施行 
(１)ア、イ、ウ及び(２)
ア、イはＨ２９．４．１か
ら適用 
(１)エ及び(２)ウは 
Ｈ３０．４．１から施行 

10  高松市職員の給与に関する条例及び高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例の一部改正について 

 

職員の給料等について人事院勧告に準拠して改定するため、 

改正するもの 

 

 高松市職員の給与に関する条例の一部改正 

ア 給料表を引上げ改定するもの           

イ 医師又は歯科医師の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職

で市長が定めるものの初任給調整手当の月額の限度について、引上げ改定することに

併せて、その額を国家公務員（特別職等を除く。）に適用される一般職の職員の給与

に関する法律に準拠することとするもの  

         現 行           改正後 

      ３０万８，０００円  →  ４１万４，３００円 

ウ 平成２９年１２月期の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（再任用職員以外の職員）   

現 行        改正後① 

       ６月期   １００分の８５     

       １２月期  １００分の８５  →   １００分の９５ （１００分の１０） 

       年  間  １００分の１７０ →  １００分の１８０（１００分の１０） 

     （再任用職員） 現 行        改正後① 

       ６月期   １００分の４０    

       １２月期  １００分の４０ → １００分の４５（１００分の５）  

       年  間  １００分の８０ → １００分の８５（１００分の５） 

エ 平成３０年度からの勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

     （再任用職員以外の職員）   

改正後①        改正後② 

       ６月期    １００分の８５  → １００分の９０（ １００分の５） 

       １２月期  １００分の９５   → １００分の９０（△１００分の５） 

       年  間  １００分の１８０ → １００分の１８０ 

          （再任用職員） 改正後①        改正後② 

       ６月期   １００分の４０  → １００分の４２．５（ １００分の２．５） 

       １２月期  １００分の４５ →  １００分の４２．５（△１００分の２．５） 

       年  間  １００分の８５ →  １００分の８５                    

 

 



５ 

 高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正               

ア 給料表を引上げ改定するもの  

        現 行                 改正後 

号給 給料月額  号給  給料月額 

1 ３７２，０００円 → １  ３７３，０００円 

２ ４２０，０００円  ２  ４２１，０００円 

イ 平成２９年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの  

    （任期付職員）     現 行           改正後① 

      ６月期   １００分の１６２．５  

       １２月期  １００分の１６２．５ →  １００分の１６７．５（１００分の５） 

      年  間  １００分の３２５   →  １００分の３３０   （１００分の５） 

  ウ 平成３０年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

    （任期付職員）   改正後①          改正後② 

    ６月期   １００分の１６２．５ → １００分の１６５ （ １００分の２．５） 

    １２月期  １００分の１６７．５ →  １００分の１６５ （△１００分の２．５） 

    年  間  １００分の３３０   →  １００分の３３０ 


